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―  校       訓  ― 

 

至 誠 楽 園 
 

 

―  教 育 目 標  ― 

   生徒が、持続可能な社会の担い手となるために必要な資質・能力をコミュニティ・スクールとし

て、地域と連携・協働しながら育成するために次の目標を設定する。 

 

・主体的に自己を高める生徒 
・多様な他者と協働する生徒 
・自他を大切にする生徒  

 

 

―  校       歌  ― 

 

 

 



―  生徒会 SONG  ― 

 

 

―  生徒会規約  ― 

 

第１章 総則 

第１条 この会は、狛江市立狛江第一中学校生徒会という。 

第２条 この会は、本校の教育目標に沿った生徒の自主的な活動として、生徒会の精神である「1

人はみんなのために」に基づき、自治精神を養うことを目的とする。 

第３条 この会は、本校生徒全員を会員とする。 

第４条 この会は、その目的を達成するために必要な各種の活動を行う。 

 

第 2章 役員 

第５条 この会には、次の役員を置き、役員は生徒会の運営にあたる。 

会長 1名・副会長 2名・庶務 2名 

第６条 役員の任期は 1 ヶ年とする。 

第７条 役員の選出は立候補制として、全会員の公選により決定する。選挙規則は別に定める。 

第８条 会長は、生徒会運営の最高責任者で、副会長はこれを助ける。 

第９条 庶務役員は、生徒総会および中央委員会の議事その他を記録し、文書を保存し、会長を助

ける。 

第１０条 役員は、役員会を構成し、次のことを協議する。 



１. 総会、中央委員会に提案する事項 

2. その他重要な事項第１１条 役員は専門委員，学年委員になることはできない。 

第 3章 組織 

第１２条この会には、次の機関を置く。 

1.生徒総会 

2.中央委員会 

3.役員会 

4.専門委員会 

5.学年委員会 

 

第 4章 生徒総会 

第１３条 生徒総会は、この会最高の議決機関で、全会員でつくられる。 

第１４条 生徒総会の議長には、原則として中央委員会の議長があたる。 

第１５条 生徒総会は次の場合に開かれる。 

1.生徒会会長または中央委員会が必要と認めたとき 

2.会員の 3分の 1以上が開くことを生徒会長に要求したとき 

第 14条 生徒総会は次のことをする。 

1.中央委員会の提出した事項の審議，議決 

2.役員会の提出した活動方針の審議，議決 

3.規約の変更に関する事項の審議、議決 

4.役員の承認 

5. その他の重要な事項の審議、議決 

 

第 5章中央委員会 

第１７条 中央委員会は、各学年委員と各専門委員長でつくられる。 

第１８条 中央委員会には、議長，副議長を置く。 

第１９条 中央委員会は、毎月 1回定期に開かれるほか、次の場合に開かれる。 

1.生徒会長が必要と認めたとき 

2.委員の 3分の 1以上が必要と認めたとき 

第２０条 中央委員会は次のことをする。 

1.各学級から提出された事項の審議，議決 

2.各学級に提出する事項の審議，議決 

3.各専門委員会から提出された事項の審議，議決 

4.各専門委員会に提出する事項の審議、議決 

5.役員会から提出された事項の審議、議決 

6.その他重要な事項の審議、議決 

第２１条中央委員会は必要に応じて全員にたいする奉仕機関を置くことができる。奉仕機関の活動

は、総会、中央委員会の承認を得て行う。 

 

 



第 6章 専門委員会 

第２２条 この会には、次の専門委員会を置く。 

1.学年委員会 

2.美化委員会 

3．報道委員会 

4.図書委員会 

5.保健給食委員会 

6.生活委員会 

特別委員会 

第２３条 各専門委員会には、委員長，副委員長，書記を置く。 

第２４条 各専門委員会は、毎月 1回定期に開かれるほか、次の場合に開かれる。 

1.委員長または副委員長が必要と認めたとき。 

2.委員の 3分の 1以上が開くことを委員長に要求したとき。 

第２５条 学年委員会は、各学年の各学級から選出された学年委員でつくられ、その学年に関する

重要な事項の審議および処理にあたる。 

第２６条 美化委員会は、各学級から選出された美化委員でつくられ、美化に関する事項および他

の校内外の美化に関する事項の審議および処理にあたる。 

第27条 報道委員会は、各学級から選出された報道委員でつくられ、掲示，放送等に関する審議、

および処理にあたる。 

第２８条 図書委員会は、各学級から選出された図書委員でつくられ、図書に関する事項の審議お

よび処理にあたり、また学校図書館の運営に協力する。 

第２９条 保健給食委員会は、各学級から選出された保健給食委員でつくられ、保健給食に関する

事項の審議および処理にあたり、また学校の保健給食活動および行事に参加，協力する。 

第３０条 体育委員会は、各学級から選出された体育委員でつくられ、体育授業の係活動、学校，

学年の体育的行事の企画，運営，活動に参加，協力する｡ 

第３１条 特別委員会は，必要に応じて中央委員会から提出された事項の審議および処理にあた

る｡ 

第３２条 各専門委員会の決議事項は，中央委員会の承認を受けなければならない｡ 

    

第７章 学級活動 

第３３条 学級には，次の委員を置く｡ 

 １．学年委員（男女各１名） 

 ２．美化委員（男女各１名） 

 ３．報道委員（男女各１名） 

 ４．図書委員（男女各１名） 

 ５．保健給食委員（男女各１名） 

 ６．生活委員（男女各１名）第 34 条 学級の各委員の任期は原則として６ヶ月とし，４月～，９月～

活動する｡第 35条 学級内の各委員は各学級で次のことをする。 

 １．学級自治活動に関する審議および処理 

 ２．中央委員会，各専門委員会および学年委員会等に提出する事項の審議 



 ３．中央委員会および学年委員会から提出された事項の審議および処理 

 ４．その他の事項の審議および処理 

  

第８章 補  則 

第３６条 この規約の改正は，生徒総会または中央委員会の承認が必要である。 

第３７条 この会のすべての活動は，本校職員の承認と指導助言を受ける。 

第３８条 この規約は平成 29年４月１日から有効とする。 

 

―  生徒会役員選挙規則  ― 

（総則） 

第１条 狛江市立狛江第一中学校生徒会役員（以下役員という）の選挙は、生徒会規約第 7 条に

基づきこの規則によって行う。 

（定数） 

第２条 選挙する役員の定数は、生徒会規約第 5条による。 

（管理） 

第３条 選挙の管理は選挙管理委員会が行う。 

第４条 選挙管理委員会は各学級より各 1 名選出された選挙管理委員でつくられ、生徒会役員選

挙を運営する。 

（被選挙権） 

第５条 被選挙権は選挙公示日の 2週間前から在籍する 1・2年生の生徒会会員が持つ。 

（選挙期日） 

第６条 選挙期日は毎年 9月とし、選挙管理委員会が定める。 

（公示） 

第７条 選挙管理委員会は投票日の 2 週間前までに候補受付期間，選挙運動期間，投票日を生

徒会会員全員に公示する。 

第８条 選挙管理委員会は投票日の 1 週間前までに立候補者氏名、所属学年学級を生徒会会員

全員に知らせる。 

（立候補） 

第９条 被選挙権を持つ生徒会会員は立候補することができる。 

第１０条 立候補者は立候補受付期間中に，氏名、所属学年、学級、所見、20 名以上の推薦者氏

名を選挙管理委員会に届ける。 

第１１条 立候補の辞退は立候補受付期間中に行わなければならない。 

（選挙運動） 

第１２条 立候補者の選挙運動は選挙管理委員会が定めた時期、方法にしたがって行わなければ

ならない。 

（投票） 

第１３条 投票は会長では単記無記名、会長以外の各役員では 2 名の連記無記名とする。ただし

立候補者数が役員の定数を超えない場合は、その役員については信任投票とする。 

（開票） 



第１４条 開票は投票後翌日までに選挙管理委員会が行う。（休日は除く） 

（当選） 

第１５条 開票の結果、各役員について最高得票者を当選とする。信任投票の場合は有効投票数

の過半数の宿任をもって当選とする。ただし、会長立候補者がなかったときおよび不信任されたとき

は 2年の役員立候補者について再選挙を行い，最高得票者を会長当選とする。 

（欠員補充） 

第１６条 前条ただし書きおよびその他の事由によって役員当選者に欠員が生じたときは、その役員

について次点者を繰り上げ当選とする。次点者がいないときは、その役員について補欠選挙を行う。

補欠選挙はこの規則に準じて行う。 

（報告） 

第１７条 選挙管理委員長は当選者の氏名をすみやかに報告する。 

（補足） 

第１８条 この規則の改正は中央委員会の承認が必要である。 

第１９条 この規則は平成 27年 4月 1日から有効とする。 


